
第３回マンションの新たな管理ルールに関する検討会 

平成２４年３月１６日 

 

 

【山岸マンション政策室課長補佐】  それでは、定刻になりましたので、ただいまから、

第３回マンションの新たな管理ルール検討会を開会させていただきます。本日は委員の皆

様方におかれましては、大変ご多忙のところ、ご出席いただきましてありがとうございま

す。 

 また、マスコミの皆様方に、来ていただいておりますけれども、カメラ撮りにつきまし

ては、冒頭から議事に入る前までの間に限らせていただいておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 本日の議事はお手元にお配りしております議事次第のとおりでございまして、事務局か

らの資料の説明の後、委員の先生方による議論を予定しております。なお、ご発言の際は、

挙手の上、事務局のスタッフがお渡しいたしますマイクを使って、ご発言をしていただけ

ればと思います。 

 それでは、以降の議事進行につきましては、福井座長にお願いしたいと存じます。マス

コミの皆様方、これよりカメラ撮り終わりますので、よろしくお願いいたします。 

 福井座長、どうぞよろしくお願いいたします。 

【福井座長】  それでは、ただいまより議事に入らせていただきます。本日は、第２回

の検討された内容をまず、確認させていただきます。論点１が、個人の専門家による役員

就任の問題点。論点２が、管理業者が管理者に就任するケースの問題点。論点３が、ＮＰ

Ｏ等が役員を派遣する場合の課題。論点４がこれらに共通するガバナンスの確保の課題で

す。 

 また、反社会的勢力の排除で考えられる管理規約のあり方、一般の管理組合、役員が担

う重い負担、ＮＰＯに登録した専門家を役員に派遣する仕組みについて、ヒアリングを先

般、行ったところでございます。これらの結果や論点について、事務局よりご説明をいた

だければと存じます。 

【西海マンション政策室長】  事務局でございます。それでは、ご説明させていただき

ます。お手元の資料の議事次第の次のページ以降をごらんいただきたいと思います。まず、

最初に資料１でございますけれども、資料１のご趣旨は、今後、本検討会での議論を進め
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ていく際に、前回の試論という形で委員の先生方が出していただきましたこのペーパーを

基本的な軸といたしまして、議論を進めていきたいという趣旨でございます。 

 実際どうするかということにつきましては、この試論の最後、ページで申し上げますと

４ページになりますけども、４ページのところの４ポツ、あるべき管理組織ということで

（１）から（４）が挙がっておりますが、これは今後、これから事務局がご説明いたしま

す、いろいろヒアリングした結果ですとか、調べた結果なんかを参考をいただきまして、

議論を深めていただいて、さらにブラッシュアップしていくという方向で議論を進めてい

ただければと存じます。 

 それでは、事務局のほうから、５ページ目以降で議論を深めていただく参考になるよう

な調査とか、ヒアリング結果をご説明したいと思います。まず、５ページ目をごらんくだ

さい。実は本日の検討会の前に、何人かの委員の先生方から、もう一度改めてこの管理の

問題点の所在について、整理してほしいというご意見をいただきましたので、もっともと

思い、私どもが整理をさせていただきましたのが資料２以下でございます。 

 まず、管理組合の役員や専門家の活用の意向というのは、どれぐらいあるのかというこ

とでございますけども。５ページの円グラフでございますように、まず専門家の管理者へ

の選任意向というところで、将来的に必要となれば検討したい、というところが回答のあ

ったところの４割。数にして６４３組合ございました。また、専門家の管理者への選任を

検討する理由といたしまして、役員のなり手不足を挙げたのが３６１組合、それから、組

合、区分所有者の高齢化を挙げたのが３１５組合、賃貸化の進行が１２８組合、区分所有

者の無関心が２６５組合等々、こういったご意見がございました。これは調査は平成２０

年度の国交省で行ったマンション総合調査でございます。 

 それから、次の６ページ目でございますが、これはこれの根拠資料でございますので飛

ばさせていただきまして、７ページ。こうしたところが、どういった業務を専門家、専門

業者に委託したいのかでございます。こちらが、もう一度おさらいになりますけども、総

会の開催・運営や理事会といったものが、大体全体の４分の１ほど。それから、管理規約

の改正が１割。それと長期修繕計画とか修繕積立金の値上げ、あるいは大規模修繕の工事、

これが４分の１強ございます。あとは管理費の滞納が若干１割ぐらいあるということでご

ざいます。 

 それから、今回の検討にあたった出発点でございます。さまざまなご意見は、去年も管

理組合などの皆様からいただいておりますので、主なものをご紹介いたします。一つは管
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理組合の役員は、マンションの財産価値を維持・保全するためにその能力・見識によって

総会で選任される者であるので、マンション管理や合意形成の専門家が、組合員でなくて

も役員に就任することができるようにするべきである、というのが２７件。同趣旨で第三

者管理方式の標準管理規約をあわせて取りまとめてもらいたい、が１０件。それから、専

門的な知識を有する外部監事を選任できるようにするべき、これが４件。その他、管理業

者をリードできるような役員は有償が望ましく、そういう役員が存在しないときはマンシ

ョン管理士と外部に助言者を求める方法もあるということが必要ではないかというのが、

いただいていると思います。大体、ここに挙がっている方々に、今までヒアリングあるい

は専門委員になっていただいているところでございます。 

 それから、資料の８ページ目、資料３になります。以下、これまでのヒアリングの実績

とポイントをもう一度おさらいいたします。これまでヒアリングを３回行わせていただき

ました。１回目がマンション管理業者さんからのヒアリングで、そのポイントはヒアリン

グ対象業者に限りましては、第三者管理というのは投資用ワンルームがほとんどでしたと

いうことでした。契約は同一の者による契約が行われていますと。その一方で、事務とか

企画的な管理業務以外、特に工事関係といったものは区分所有者の同意あるいは透明性、

競争性の高い選定方式をとっているという自主的な自己抑制を行っていますというご説明

でございました。 

 それから、２回目のメーンが管理組合からのヒアリングでございまして、ここでは例え

ば高齢化、特に後期高齢者が多いような高齢化や賃貸化が極度に進行しまして、マンショ

ン自体の高経年化も進んだ小規模マンションでマンション管理士による第三者管理の先行

事例が２件ございました。それから、これからそういった管理を検討されているというの

がやはり２件ございました。 

 それから３回目、これがまだご報告していないヒアリングでございます。これも前回の

出席した皆さんに聞いていただきましたけれど、一つが、さっき座長からご紹介がござい

ました反社会的勢力の排除ということで。問題の実態といたしましては、暴力的な事案だ

けではなくて、マンションでは改修という大きな金額が動くので、こういったことに対す

る不法な介入などがマンションで実は発生していますというご報告と。それから弁護士の

方から、これに対する管理組合や役員には、訴訟等の法的手段にかかわる身体的あるいは

精神的あるいは経済的負担が重くなっていますという問題点。そして、そういったことか

ら、対応策といたしましては、標準管理規約に反社会的勢力排除の条項を盛り込むことな
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ど、対策が必要ですね、といったご説明をいただきました。 

 続きまして、ＮＰＯから管理組合の役員への専門家派遣についてご説明がございました。

これは、後のほうの資料で詳しくご説明したいと存じます。 

 引き続きご説明いたします。資料の９ページ、資料４でございます。今回の問題の所在

ということで、管理業者さんからヒアリングでは、たまたま投資用マンションがほとんど

ということを言っていたものですから、どういったマンションを今後この検討会で議論し

ていくかということについて、改めて整理をさせていただきました。 

 まず、リゾートマンションでございますが、リゾートマンションの実態は、区分所有者

が常に居住している訳ではないのが実態でございます。そして別荘や投資の目的のために

所有していることも多く、最近はいわゆる通常のファミリータイプの居住用マンションと

は性格が異なるということで、なかなかそういうものと同列に論じにくい特殊な形態なの

かなというように思われます。 

 また、投資用マンションでございますけれども、投資用マンションは資産運用したい個

人に対して業者がマンションを販売いたしまして、区分所有者にかわって資産運用代行業

者等が、賃貸の仲介や家賃の回収、ローンの返済、またマンションの管理、そして売る場

合の売却仲介等を一体的に行うビジネスでございます。このビジネス全体で高い利回り、

あるいは節税効果が上がるようなビジネスモデルになっておりまして、そういった中に管

理費等も全部組み込まれていると。ビルトインされているということでございます。そう

いったことで、つまり個人の投資家というか購入者は、管理費については利潤が得られる

ように管理費を抑える一方で、早期に売却して投資を回収した場合でも、ちゃんと大きく

損をしないように適正な管理についても監督をしている、といったようなガバナンスが一

応効いているというのが、実態になってございます。 

 以上の実態を踏まえまして、マンションの管理については、区分所有者が居住している

ことを基本的な前提としては、通常マンションと、今、申し上げた２つのマンションは同

列に論じるべきではないんじゃないのかというのが一つでございます。また、事務局とし

ては今後、本検討会で議論する主要な対象というのは、できるだけ区分所有者が所有ある

いは居住していることを、元々の前提としているマンションとするのが適当ではないか、

というように考えてございます。 

 続きまして、１０ページ、資料５でございます。今回の委員の先生方にいただきました

試論の中の（１）で大規模・中規模マンションで新たな管理方式を専門家の活用を促進す
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べきであるということをいただいてございますけれども。実態について調べさせていただ

きました。 

 まず、事例から紹介いたします。現在の事例といたしましては、管理で特に特定の難し

い課題に直面しているマンションについては、専門家が役員に就任している事例がござい

ます。具体的には、訴訟とか行政との難しい交渉、あるいは専門性の高い技術的課題、大

規模改修等々、耐震化等々で区分所有者が判断しなければならないんですけれども、区分

所有者だけでは判断しきれないような難しい問題について、外部の専門家が顧問や役員に

就任して専従していただいているケースがございました。 

 それから、もう一つの事例といたしましては、内部対立が激しい、なおかつ合意形成が

難しいマンションで中立的な立場ということで外部から専門家の方が理事長になって、う

まく合意形成をつくっていけるということがヒアリング等々で明らかになりました。また、

同じような話として、理事長と役員を改選されるたびに、前に決めた方針が履行されない

ことを防ぐために、要は管理の継続性という観点から、外部の専門家に副理事長等になっ

ていただいて、きちんと監督するといった例もございました。 

 それから、３番目の事例は、再開発・複合用途型マンションということでございまして、

いわゆる店舗、オフィスとそれから住戸がある場合の時にそれぞれに理事会のような部会

があるんでございますけども、両方にとって共通の課題がある場合には両方の利害調整を

しなきゃいけないんですが、その場合に例えば管理業者が管理者になっている場合がある

ということがございました。ただ、この場合には、管理者は両部会とそれから合同のいわ

ば運営審議会のようなものから監督を受けているというということでございました。 

 以上から、大規模・中規模マンションについては、基本的には理事会が機能して、その

もとで役員に就任しておりますので、管理者になることは基本的には想定されないと。そ

して、理事会の監視・監督のもとで、ニーズに応じた専門家を役員として派遣するのが望

ましいのではないか、ということかと思います。その一方で、今後の課題といたしまして、

老朽化マンションの急増とそれらの再生。それから、その他難しい管理の課題が顕在化し

ていくことを踏まえますと、さまざまな専門的知見を有する専門家の集団を活用するとい

った新たな管理の仕組みも工夫して、役員としてうまく使っていくことも考えられるので

はないのかということが、今後のご議論いただきたい課題として、事務局から提出させて

いただきます。 

 それから、続きまして、資料の１１ページ、資料６になります。第３回のヒアリングで
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お聞きいたしましたＮＰＯによる管理組合の役員派遣の事例でございます。今回、伺いま

したのは福岡の例等々でございますけども。特に、これまで出した資料の中で付け加える

べき点だけ申し上げます。まず一つ、実績でございますけども、平成２２年度まで１７管

理組合へ派遣。現在は、１８管理組合に理事長等の役員を派遣してございました。この中

に管理者というのがありましたので伺いましたところ、管理者は派遣しているんですが、

さっきご紹介いたしました再開発・複合用途型のマンションでそれぞれ店舗側と住戸側に

部会がありまして、きちんと監督を受けてやっているということでございました。 

 それから、報酬については、実際には管理組合側の、マンション側のニーズに応じて行

く回数が頻繁になれば３万円から６万円といった幅がございますというご説明がございま

した。また、管理の助言等で賠償の問題が生じた場合に備えて、保険に入っているという

ご説明がございましたが、その一方で、補償額が大きくなるおそれがあるので、現預金等

いわゆる金銭関係の業務は行わないことにしているといった説明をいただきました。 

 それから、派遣の傾向でございますけども、内部対立の解決とかは理事長派遣が多く、

特定の問題とかでは理事とか顧問という形の派遣が多いということでございました。それ

から、事務局の独自の調べで、同じようなこういった取り組みがないのか、というご指摘

が委員の先生方からございましたので調べましたところ、横浜の管理組合ネットワークに

おいても、この福岡の例を参考に役員派遣の導入を検討したそうでございます。現在は補

償能力に制約があるものですから、金銭関係については扱わないことにしているというこ

とと、責任関係の範囲がいろいろと課題がある、問題意識を持っておられるそうでして、

派遣するのは理事長、理事長の資格ではなくて、顧問として今は派遣しているということ

でございました。 

 以上から、今後深めていただきたい議論のポイントといたしましては、ＮＰＯからの役

員派遣先は、理事会方式が今後とも基本は望ましいと。それから、ＮＰＯもマンション管

理士と同様に、金銭事故や故意の補償に、おそらく限界があるということがヒアリングで

うかがいましたので、金銭関係はどうも扱っていないようであるということでございます。 

 そしてまた、ヒアリングの中で出ましたけれど、利益相反を防止するために、ご自身で

定期的な報告をさせているとかおっしゃっていましたが、そういった内部統制の充実とか、

あと外からの場合によっては第三者的なチェックというのも必要だという問題認識をお持

ちでございましたので、また今後議論を深めていただければと思っております。 

 それから資料の１２ページ、資料７でございます。ここに派遣元の性格がちょっと違い
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ますが、専門家の役員派遣の例でございます。書き出してありますが、東京都の財団法人、

東京都防災・建築まちづくりセンターの事例でございまして、これもこれまでに出た資料

の特に追加部分をご説明いたします。派遣されている専門家は、マンション管理士または

一級建築士で、その方の資格は、業として実務を３年以上または管理組合の理事を５年以

上経験したという実務要件がかかってございます。こういった方が登録されているという

ことでございました。 

 派遣の実態でございますけども、財団法人という公的主体からの派遣ということもござ

いまして、いわば登録者の営業促進みたいな形と疑われないように自己抑制されておられ

まして、要請があったマンションに同じ専門家を派遣するのは通常は二、三回程度に抑制

されているということでございました。 

 それから、前回のヒアリングで申し上げましたが、横浜に加えて京都でも同じような仕

組みがございますが、京都の場合にはマンション側からの要請がなくとも、アドバイザー

を派遣しているといった仕組みでございました。 

 以上で今後、先生方に深めていただきたい議論といたしましては、公的主体からの役員

や専門家派遣につきましては、東京都の例で申し上げますと、マンション管理士や一級建

築士となっていますけども、それ以外の専門家や専門業者もこれからの管理のさまざまな

ニーズに応えられるように登録、派遣できるようにしてはどうでしょうか、というのが一

つ議論を深めていただきたいと思います。 

 ２点目といたしまして、派遣元は財団や自治体との関係の深いＮＰＯと公的性格が強く

てなおかつ同じ派遣者を送ることについて自己抑制がされているという実態を踏まえると、

こういったニーズへの対応に加えて、外部監査サービスの提供といったものについても、

むしろなじむのではないかということがご検討いただければと思ってございます。 

 続きまして、これは訂正でございますけれども、１３ページ、資料８になりますけども、

私どもが外部チェックの参考にしたいと出しておりました成年後見制度について、いくつ

か間違っていた点がございましたので、訂正させていただきたいと思います。 

【山岸マンション政策室課長補佐】  私のほうから。第２回検討会資料という形で提出

させていただきましたけれども、任意後見制度には適用されるけれども法定後見の場合に

適用されない規定が誤って記載されていたり、適用条文の誤りですとかがございました。

あと、２番目にありますけれども、弁護士会のリストの中から選任、任意後見監督人が選

任されるんだということでしたけども、弁護士に当然限られたわけではなく、運用上の一
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部にすぎないということを書いたほうがいいんじゃないかというご指摘がございました。

あと、３番目ですけども、監督体制という意味では監督、解任、そういった規定も入れた

ほうがいいのではないかという貴重なご意見をいただきました。あとは文章の平仄が合っ

ていないとか、そういったいろいろご意見をいただきましたので、こちらのほうを修正を

した上で、第２回の検討会資料をアップさせていただければと考えております。以上でご

ざいます。 

【西海マンション政策室長】  引き続きまして、資料のページ番号で申し上げますと１

７ページ、資料９をごらんいただきたいと思います。今までは管理不全の問題の所在、そ

れからヒアリングや私どもの調査でのいろいろな実態とか事実関係をご説明させていただ

きました。これは、議論を深めていただくための調査とか事実関係でございますが、それ

と今後、それから前回の議論でも、そもそも管理不全の根本原因とか管理自体を自主的に

もっと頑張ろうという視点はないのか、という視点はないのかというご指摘がございまし

ので、それについて１７ページで今後の検討ということでまとめさせていただきました。 

 特に、私どもとしては、先生方にご議論いただきたいのは、役員報酬の問題でございま

す。役員報酬に関しましては、１７ページの真ん中の３.にございますように、現在は標準

管理規約に記載がございます。一方で、これの解説書では特に推奨はしていないという状

態になっておりまして。おそらく、外部の方からみれば、これはどうしたいのかよくわか

らない状態になってございます。したがいまして、Ⅱの３.でございますように、役員が負

う義務とか責任を踏まえれば、役員に適切な額の対価が払われるべきことと。そういった

ことがそれが負担の公平化であるとか、役員へのむしろの監督意識の向上につながること

も先生方にご議論いただければと存じます。 

 それから、もう一点、先生方にご議論いただきたいのは、前回、この関連で専門委員の

方から、そもそも管理が実態がどうなっているのか、もうちょっとつかむべきではないか

というご意見と、あと、そういう意味で登録制度はどうかというご意見をいただいており

ましたので。ぜひご議論いただきたいのは、こういう対策をとる前提といたしまして、マ

ンション管理の実態を把握するためのデータベースの整備ですとか、報告・届出を行う仕

組みが必要ではないかどうかについて、ご議論を深めていただければと存じます。 

 それから、事務局最後の説明になります。資料の１８ページ、資料１０でございますけ

れども。１８ページ、押印つきの文書になってございますが。昨日、国交省としてこうい

った文書をいただいてございます。タイトルはごらんのとおり、「管理規約の改正等に当た
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っての管理組合財産保護に関する意見書」ということでございます。差出人はごらんいた

だいたように２団体でございます。ポイントですが、２つに分かれております。一つ目が、

専門家の役員等への活用はごく例外的であると。「管理規約の改正等に当たっては、専門家

の役員等への活用は真にやむを得ない場合に限定されるべきとの明確な表記が必要であ

る」とのご意見が一つでございます。 

 ２つ目でございます。太字の部分だけ読ませていただきますが、専門家の役員への活用

等を進めていくにあたって、同時に活用される専門家の要件を厳しく限定・明確化すべき

であり、それは管理組合財産の保全のためであると。そして実務能力を担保する制度が必

要であるといったご趣旨の意見をいただいてございます。 

 事務局からの説明は、以上でございます。 

【福井座長】  それでは質疑に入らせていただきます。順不同で結構ですが、一応順番

に、主に資料４、資料５を中心といたしましてご質疑をいただければと思います。いかが

でしょうか。 

【東専門委員】  東です。資料の一番下に出ている矢印、本検討会で議論する主要な対

象は、区分所有者が所有・居住していることを元々の前提にしているマンションとすべき

ではないか。これ私、待ちかねていたところです。これまで２回の検討会と、３回のヒア

リングがありましたけれども、言ってみれば経済的に余裕のあるリゾートマンションとか、

投資用マンションが主たる相手みたいな議論が多かったようで。終の棲家というか、この

頃はマンションも永住志向が高くなっていますけれども、自分が居住する、それから終の

棲家とするという人が増えている。まずは自分が住んでいるマンション、この一番最後に

書いてあるここのところで、私としてはもっともっといろいろな議論をしていただければ

と思っていたところです。以上です。 

【福井座長】  ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

【親泊専門委員】  親泊でございます。専門家の活用で、今、一番最後の資料でも、専

門家の要件を厳しくするべきであるというようなご意見があったりいたしました。これに

つきましては、現に私どもマンション管理士というのは、活用される側でございまして。

さらに活用されるべく努力をしていかなければならないなと肝に銘じたところでございま

す。 

 あとは、専門家とひとくくりになっておりますけど、やはり何で専門家なのかというこ

とを申し上げますと、無責任なアドバイスなどを行って、信用を損ねるようなものではな

 -9-



いということが挙げられると思います。すなわち、例えば、経験だけをよりどころとしま

しても、アドバイスとかというのはできるわけですけど。やはり、そうですね、例えばマ

ンション管理士とか弁護士さんなかでもそうですけど、無責任なアドバイスを行なったり

するようなことがあれば、これは資格の剥奪ですとか登録の取り消しですとか、名称の使

用の停止ですとか、そういう処分を受け得る関係にある点で、専門家とは、やはり資格者

であるということが絶対要件ではないかと考えております。ちょっととりとめがございま

せんが、以上でございます。 

【福井座長】  川田委員、いかがですか。 

【川田専門委員】 リゾートマンションだとか、投資用マンションについて、本委員会で

は対象とすることは少し外そうということだと思うのですが、いずれにしてもそれはそれ

で数の多い居住用のマンションということを前提にすることは異存がございませんが、現

実問題、こういうリゾートマンションであるとか、投資用マンションでの管理のあり方と

いうことも問題になっていることは事実だと思いますので、いずれかの機会には入れる必

要はあるのであろうとは考えます。それから、大・中規模マンションでの専門家の役員就

任事例というのは確かにあると思いますけれども、活用の仕方として、必ずしも役員にな

っているケースだとか、あるいは役員以外で活用しているケースだとか、いろいろあると

思いますので、この辺は、もう少し幅広く議論をしていただいたほうがいいのではないか

なと考えます。以上です。 

【福井座長】  村専門委員、いかがでしょうか。 

【村専門委員】  村でございます。今回の検討会からヒアリングなどでいろいろな事例

をご教示いただいたんですけれども。緊急性があって、かつほんとうにお困りの管理組合

さんというのは経年、かなり築年数が経っておって、かつ区分所有者が高齢の方のマンシ

ョンというところが出てきておりますので。さまざまな管理組合の問題を抱えていらっし

ゃいますが、理事会、管理組合が機能しているものについては専門家を使ったりというよ

うな解決方法でいいのかなと。ただ、理事会、管理組合が機能していないものについては、

第三者管理を含めて、専門家の手当をしていくような、そういう整理をしていくのかな、

と感じております。 

【福井座長】  そのほかに、いかがでしょうか。村委員、いかがでしょうか。 

【村委員】  きょう拝見しました資料１０の件でございますけれども、差し出しをさ

れている２団体のうちの高層住宅管理業協会さんは、本席にもオブザーバーとしてお越し
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をいただいておりますので、このご意見の趣旨等について詳しくお教えいただけないかな

と。特に、私がわかりにくいのは、一番のところで、専門家の役員等への活用は例外的措

置であるとするべきであると。役員等への活用というところの「等」は何を含むのか。第

三者管理も含むのか。第三者管理は別ということなのか。役員以外の顧問とかそういうア

ドバイザーのようなことも含むなのか。そのあたりについて、詳しく具体的に、このご意

見の趣旨をご説明いただきたいなと思います。 

【福井座長】  それでは、話題が出ましたので、よろしければ高層住宅管理業協会鈴木

部長、補足いただく点や、今の村委員のご趣旨を踏まえた説明をいただければと存じま

すが、いかがでしょうか。 

【（社）高層住宅管理業協会】  管理業協会でございます。それでは、そういう趣旨のご

発言がございましたので、若干のお時間をいただきたいと思っております。昨日、特定非

営利活動法人全国マンション管理組合連合会と当協会の連盟という形で国土交通大臣あて

にごらんのような意見書を出させていただきました。こちらの意見書提出と、背景等も含

めまして、若干お時間いただければと思ってございます。当協会におきましては平成１７

年頃から管理会社が第三者管理者となることが議論されてまいりました。これはマンショ

ンの高経年化ですとか、居住者の高齢化を受けましてマンションの管理の現場におきまし

て、ごく例外的に管理会社が管理者となることが求められることがあるから、ということ

でございます。 

 どういった場合かという事例を申し上げます。例えば築４０年を経た、小規模の３０戸

程度のマンションのご想定ください。こうしたマンションにおきましては、実住する区分

所有者がマンションの経年とともに年をとられている場合がございます。３０代後半から

４０代前半くらいでマンションを購入された方々が、そのままマンションとともに年をと

られているといったイメージでございます。現場の声でございますけれども、そうしたマ

ンションの理事会におきまして、理事会の席上でこんな会話があったということを仄聞し

てございます。 

 そのマンションにつきましては、エントランスに５センチ程度の段差があったというこ

とでございまして、そこの段差のところで７０代後半の理事長が転倒、転ばれたと。そこ

で転ばれた理事長さんがマンション管理会社のフロントのほうに、３０代でこのマンショ

ンを買った時、こんな年になるまでにこんな段差があることすら気が付かなかったと。い

やあ、年をとったもんだねということで。実際に人の高齢化ってこうなるんだなと。こう
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いうふうに建物の関係ということであらわれてくるんだなといったようなことで、管理会

社のフロントは痛感したと聞いてございます。 

 そしてこうしたマンションでは、転勤や相続などを理由にしまして、賃貸化も進むこと

がございます。また中古で購入されている方ももちろんいらっしゃいまして。その構成の

イメージとしましては、実住が６割、賃貸が４割といった感じです。３０戸の６割ですか

ら１８戸ということになりますけれども。大体このうちの５戸ぐらいは中古で購入された

方になります。そして中古で購入された方々というのは、概して管理組合の運営に非協力

的であるということでございます。そうしますと、１８から５を引きますと、１３戸の高

齢の方で理事会を構成するということになりまして、このようなマンションで実住の方々

の多くに管理に携わる意欲が高齢化を伴って減退した場合につきまして、そうした理事会

の席上などで管理会社のほうに管理者に就任を依頼されると。ぜひとも、もう困っちゃっ

てると、頼みますよというような話です。 

 で、目の前には先に出しました転んだ理事長さんがおったりとか、ご主人を亡くされた

奥様が理事会に出ていると。高齢の方々が多くいらっしゃると。もちろん、年齢によって

即、管理組合運営が難しくなるわけではございません。現在のリタイヤされたアクティブ・

エイジというんですか。そういう方々は総じて大変元気で、組合活動に熱心でございます

し……。 

【福井座長】  おそれいります。ほかに大分議題が目白押しですので、あと３分以内で

お願いいたします。 

【（社）高層住宅管理業協会】  ３分ぐらいですね。はい。そうしたようなことがパソコ

ンなどの手続きもありますし、理事会にそうした中古の若い方々が理事会に立候補して熱

心ということもございます。そうした管理の状況を常に触れておきますと、マンション管

理に長くかかわる当協会としまして、何らかの対処が必要ではないかと考えておるのでご

ざいます。新たなビジネスを模索するといった発想は当時は薄かったように思います。 

 区分所有者が管理組合運営に主体的に取り組む。現在主流である理事会方式を否定する

意図は全くそれらにはございませんでした。多くのマンションではＰＴＡ活動のように組

合活動に熱心に取り組まれております。組合の皆様も自らが自主的、民主的に決めること

を望んでおられまして。そうした自主的、民主的な運営に行われているマンションが皆さ

んも満足が高いように思ってございます。そうした検討が契機になりまして、第三者が管

理者となることが話題になるようになりまして、検討が行われたということでございます。
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そうしたことで、当協会のほうでは、こうしたような検討を続けており、こういう管理組

合との意見書提出に至ったという部分がございます。 

 補足でございますけども、項目１の例外ということでございます。これは管理組合が自

主的に専門家を活用することを否定するということではございません。それは管理組合が

決めることになりますので、私どもがとやかく言うことではないと思ってございます。こ

ちら個人的見解ではございますが、この本書で言わんとしていることは、申し上げたとお

り高経年で小規模なマンションにおきまして、管理業者が管理者になることを求める事例

が、私どもの前提で考えております。 

 多くの管理組合は理事会方式でおおむねうまくいっておりまして。通常のマンションで

プラス・アルファとして専門家を役員などに活用することはまれであるというのが、私た

ちの認識でございます。こうしたことを踏まえまして、第三者が管理者などの役員として

管理組合運営に参加することも限定的であろうと。そうすると管理規約に盛り込まれる内

容としては例外的になるであろうということでございます。繰り返しになりますが、管理

規約はもとより、管理組合運営は区分所有者が主体的に決定することですので、その決定

において専門家を役員などに活用することは要件が整備されて、管理組合の財産の毀損リ

スクが避けられている限りにおきましては、当協会として反対するものではございません。 

【福井座長】  村委員のご質問にあった、この「等」は管理者という理解でよろしい

ですか。 

【（社）高層住宅管理業協会】  管理者も含まれますし、監事等も含まれます。 

【福井座長】  わかりました。「等」には管理者、監事等が含まれるということですね。

はい、わかりました。以上でよろしいですか。 

【（社）高層住宅管理業協会】  そういうことでございます。 

【福井座長】  はい、村委員どうぞ。 

【村委員】  村でございます。ありがとうございます。ちょっとご趣旨がわかりに

くかったんですが。今のご説明をお聞きしていますと、「マンションの管理は、マンション

というのは区分所有者のものだから、区分所有者がするというのが本則である。」とのこと

ですが、それは全く当たり前のことでございます。しかしながら、区分所有者の高齢化と

か賃貸化等で役員のなり手が少ない、理事会が機能しないというようなことが多くなって

きている。そこで、そういう管理不全に陥っているマンションについては、第三者管理方

式、これが適切ではないかと高管協さんの内部で検討を重ねてこられたと。 
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 そして、そこまではわかるんですが、役員等の中には管理者も含む。そして例外的にす

べきだと。結局、高管協さんが検討されてきた第三者管理方式をいうものも含めて、限定

的にしないといけないと。いろいろ検討はしたんだけれども、第三者管理方式には横領と

か何とか問題が多いので、ということなので第三者管理方式も含めて専門家が、というこ

とは、もう限定的に、ということ明言しなさいと。こういうご趣旨でしょうか。ちょっと

わかりにくいので、ご説明いただきたいと思います。 

【（社）高層住宅管理業協会】  先生のご発言の趣旨を承りました。管理組合は区分所有

者等が主体的にその運営にあたるというのが基本であると。基本であるので、やむを得な

い場合につきまして、管理者を含めて役員への活用にする場合が今後、考えていく必要が

あるということが私どもの発想でございます。で、それを行う場合につきましては、管理

組合の財産の毀損のないように、しっかりとした保全措置と、それを行う者の実務能力が

確保する必要があるということでございますので。その留意事項ということで、意見書を

提出させていただいたということでございます。 

【村委員】  私が質問させていただいたのは、役員云々ではなくて、役員等の中には

管理者を含むのかという点です。高層住宅管理業協会さんでは、機能不全に陥っているマ

ンションについて第三者管理方式を検討されて、それを活用することが考えられていいん

じゃないかというご意見だと承りました。しかしながら、この役員等の中には、その管理

者も含むというご説明でございますので、結論的に高管協さんとしては、第三者管理方式

も極めて限定的でないといけないというご意見でいいのかどうか。そこを明確にご説明い

ただきたいと思います。 

【（社）高層住宅管理業協会】  意見書にありますとおり、区分所有者が役員となる理事

会方式が主流になっているということを前提としまして、第三者が管理者になる場合につ

きまして、組合財産の保全や実務能力を担保するといったようなこと、しっかりとしたル

ールをつくってのもとに進めることにつきまして、検討を行い、意見書を提出したという

ことでございますので。そういう説明でよろしいでしょうか。 

【福井座長】  この論点、ほかにも意見があるようです。ひとわたり、もう一回やって、

また戻ってきていただければと思います。安藤委員、お願いします。 

【安藤委員】  資料１０についてお話ししたいのですが、その前に村委員と、高管協

さんとのお話で気になった点があります。お二方とも所有者が管理するのが原則であると

いうことを強調されていましたが、これは、それが原則であった、と考えたほうが私は良
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いと考えております。というのは、以前も同様のお話しをしたかもしれませんが、例えば

委員の先生方の多くが自家用車をお持ちだと思いますが、その車のメンテナンスは全部、

自分でやるべきだと言えるのでしょうか。すべての機械的な修繕、さらにコンピューター

のチップなどの管理も、自分の所有物だったら全部自分で適切に管理するべきなのでしょ

うか。おそらく、この例であれば、そうではないと考える方がいらっしゃると思うのです。

自分の所有物であっても、難しいところは専門家に任せるべきだという判断をする人がい

てもいいし、車好きな人は自分で全部管理されてもいいでしょう。所有者が管理するのが

原則であるという、その原則という言葉の意味にもよりますが、表現が気になりました。 

 さて次に資料１０についてですが、この意見書を本日拝見したのですが、正直、私には

よくわかりませんでした。ただ、今、高管協さんからの説明で、専門家の活用を否定しな

いとおっしゃっていたので安心しましたが、この文書を読む限りでは全くそうは読めませ

ん。例えば、１について、現在、理事会方式が主流だから、専門家の活用はやむを得ない

場合に限る、と述べられています。大学のレポートで学生がこのように書いたら、私だっ

たら不可をつけると思います。というのは、功罪がきちんと議論されていないからです。

今までこうだったのだから、今後もこうあるべきであると言われても、なぜそうあるべき

なのかが分かりません。これだけ読むと、専門家を導入されると何か不都合があるのでは

ないかと、勘ぐりたくなってしまいます。 

 あくまで、私たちが議論しているのは専門家活用という選択肢の追加についてであり、

既存の理事会方式の採用を別に否定してはいないわけです。理事会方式を所有者たちが望

むのであれば、それはぜひ、おやりになったらいいのです。ただ、専門家の導入を望む所

有者たちがいれば、それを否定するのはおかしいというのが、今までの議論の前提だった

ように私は感じておりますので。この１についてはよくわかりませんでした。 

 ２は専門家の要件の限定、明確化についてですが、専門家の活用時に発生しうるトラブ

ルを抑止するために、事前の対処をするというのは当然のことだと思います。ただし、そ

の手段として、専門家の要件を厳しく限定する、定義することが果たして正解なのかは、

それほど自明ではないように感じております。それも解の候補ではあるかもしれないです

が、ほかにも考えるべきです。例えば、先ほどヒアリングのところでも説明がありました

が、福岡などでは専門家として何か特別な資格をお持ちの方が派遣されていなくても、そ

れなりにうまく回っていると聞いております。そして、例えば、現在派遣されている中程

度の知識と経験の専門家では対処しきれない問題があったら、その人よりも高度な専門家
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に問題解決を依頼するというような階層的な制度にしたって良いのであり、要件の限定を

して、専門家の活用を使いにくくすることについては、私は反対です。以上です。 

【福井座長】  吉田委員、お願いします。 

【吉田委員】  今の議論のあるところについて、多少、私も高管協さんにお尋ねしよう

と思っているんですが。資料１０の１のところで、専門家の役員等への活用は真にやむを

得ない場合に限定されるべき、ということを書いておられます。この真にやむを得ない場

合に限定されるべき役員等には、管理者とか監事も含まれるということだと思うんですが、

そうしますと、例えば、外部的な監査をしたりするような場合も含むと考えますと、そう

いう監査的なことをする場合であっても、真にやむを得ない場合でなければならないとい

うのは、どういう場合を想定しておられるのかということと。 

 外部的な監査をするというのは、チェックをするわけですけども、例えば、会社におき

まして、監査役を選任する時は真にやむを得ない場合に限定する、という議論はないもの

ですから。逆に言うと、そういうものがあることによって、きちっとガバナンスが行われ

ているということを保障するという考え方だと思いますので。それを逆転させて、真にや

むを得ない場合でなければ監査等も専門家に、外部的にさせる必要がないんだというのは、

どういうロジックからきているのかということと、その真にやむを得ない場合というのは、

どういう場合を想定されておられるのかということをお尋ねしたいというのが一点目でご

ざいます。 

 それから、二点目の２のほうでお書きになっている財産的毀損の可能性というのは当然、

あると思うんですが、こういう可能性、財産毀損のおそれというのは、専門家に限らない

わけでして。例えば、管理業者さんなんかにおいても起こりうる可能性があるわけですが。

そうするとそういうことも含めて、例えば、非常に厳しく限定、明確化するというような

ご意見になっていくということでよろしいんでしょうか。つまり、財産毀損の可能性のあ

るようなケースにおいては、今のような無資格、無限定でやらせておくと危険が多いから、

そういうお金を預かることをやる場合においては、すべてにおいて厳しく限定的に資格を

つくって、明確化すべきだと。こういうことになるのかと。これが２つ目の質問です。 

【福井座長】  東委員もこの件に関してお願いします。 

【東専門委員】  難しい議論はよくわからないんですが、管理組合の理事長といたしま

しては、この文言はごく当たり前に受け取っております。具体化した時に明確な表記が必

要である、じゃあ、どんな明確な表記ができるのかって言われると、私はできませんが。
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例外的に、理事会方式が原則となって、第三者管理、専門家の活用っていうのは例外な措

置がやっぱり住民自治というのか、そんな見地からもこの方向で。役員等への等が今のご

説明だと全部含んじゃうような感じですけども、私は勝手に専門家の管理者への活用は真

にやむを得ないと。管理者だけでも構わないのかなと思いました。個人的には。 

【福井座長】  東委員のご意見は、その管理者の意味での活用は例外的にすべきだとい

うことでしょうか。 

【東専門委員】  ええ、そうです。 

【福井座長】  わかりました。 

【東専門委員】  理事とかね。そういうことは、あっていいと思います。 

【福井座長】  はい、わかりました。たまたま議論がいろいろ出ておりますので、この

件について、何かございましたら。専門委員の方々はいかがですか。お願いいたします。 

【親泊専門委員】  親泊でございます。先ほどはななめ読みで、私もきょう初めて拝見

して、読み飛ばしてしまったんですけど、この役員等というのは、今、役員は管理者、理

事、監事全部含むというこのご見解のようです。また、東専門委員におかれましては管理

者だけでよろしいのではないかというご意見でした。専門家の役員等と広くくくりますと、

例えば、当事者として関与する理事、監事、管理者以外に、コンサルタントとして関与す

る全くの他人もあるわけですが、こういうものも、「等」に包括されるのかどうかというこ

とを確認したいと思います。以上でございます。 

【福井座長】  お願いします。 

【川田専門委員】  マンション管理の実務の観点から申し上げますと、この役員等への

活用は例外的というのは、あくまでも今の理事会方式を前提にして、そこでできるだけ理

事会でやっていただくように持っていくべきであると読み取っております。したがって、

必ずしもそれ以外の方式を否定しているというということではないと思うのですが、ただ、

これからいい制度をつくったとしても、運用上でいろいろなことでプロとしてやっていか

れる時に、いろいろな悪意が出てきた時に、やはり管理組合の皆さんを保護しないといけ

ない、ということは当然だと思いますので、そういう観点から特に実務的に、管理組合の

皆さん側に立ってできるということ。もう一つは、組合財産の保全というのは、お金に携

わるということが仮に出てきた時に、これは必ず担保をしておかなければ、制度を使って

悪用されてしまうということが生じると思いますので、こういう点では、この２つは代表

例として、必ず担保をしないといけないと、こういう理解だと思います。結局、適正化法
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という法律でもその辺を明確に意識しながら管理業者も規制は受けています。これは当然

の規制だと思っておりますので、あくまで業として実施する場合の守るべきルール、これ

はきちんとしないといけないと。こういう理解を私自身はしております。 

【福井座長】  村委員はいかがでしょうか。 

【村専門委員】  資料１０についての質問ですが、専門家の役員等への活用というとこ

ろの専門家というのは、これは管理業者さんも入っているということでしょうか。 

【福井座長】  ありがとうございました。村委員から先ほどご発言のご希望がござい

ましたが。 

【村委員】  私がお尋ねしたかったのは、要するに高管協さんのご説明をお聞きして

いますと、理事会方式がメーンなんだけども、しかしながら、機能不全に陥っているマン

ションがある。そこについては第三者管理はいいんだけれども、専門家を役員に派遣する

ことはだめなのだと聞こえるんですけれども。そういうことなのか、そうではないのか。 

 第三者管理も含めて限定的でないといけない、これまでの区分所有者主体のそれを理事

会方式と言うのであれば、理事会方式がメーンであって、役員を派遣することだけではな

く、第三者管理もだめなんだというご意見なのか。そうではなくて、第三者管理はいいん

だけども、役員はだめということなのか。もし後者とすれば、それはなぜそうなのかとか、

そのあたりをお教えいただきたいなと。 

 一点すみません、まだ私の意見は申し上げておりませんが、私、さっき安藤先生がおっ

しゃって、理事会方式がというのはこれまでそうしていただけで、それが必ずしも適切か

どうかは別の問題ではないかというご意見がありました。で、それは一つのご意見だとは

思いますけれども、私は、理事会方式というのは、あくまで中心であろうとは考えており

ます。それはなぜかというと、管理組合というものは区分所有者のためのものでございま

すので、どこまで行っても区分所有者が、本来、運営するのが当たり前。しかしながら、

現実問題として、役員のなり手が少ない。希望する人が少ないというのは、これはもう否

定できない事実でございます。そういうものについてどうするか、ということをここで議

論すべきだと。それについて、第三者管理がいいのか、それとも第三者管理には問題があ

るのか。あるとすればどういうところをカバーしないといけないのか。第三者管理とは別

の、例えば、役員の派遣というほうがより望ましいのかとか。そのあたりを、検討会でし

っかりとご議論いただくべきではないかと考えております。 

 以上です。どう読ませていただいても、先ほどのご説明をお聞きしても、ちょっとわか
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りにくいものですから。明快なご説明を、ぜひ、高管協さんからいただきたいなと思う次

第でございます。 

【福井座長】  それでは鈴木部長、今いくつか、ご質問が出ておりますので、それを中

心に簡潔にお答えいただけますでしょうか。 

【（社）高層住宅管理業協会】  この問題ばかり長引くとほかの議論ができないと思いま

すので、なるべく短くということでございます。こちらの趣旨でございますけれども、そ

うした高齢化等で困った、役員のなり手がいなくて困っているというところの解決の方法

として、第三者が管理者になってその事務を行うということがあり得べしということで。 

 その場合には、組合財産を保全しなきゃいけないので、その組合財産の保全ができるよ

うなしっかりとした仕組みが必要ですねということで意見書をつくらせていただいたとい

うことで。村委員の意見につきましては、第三者管理を含むということでお答えさせて

いただきます。 

 それから、専門家の中に、業者は含んでいますかという質問でございますけど、もちろ

ん含んでございます。その専門家の中には、いろいろな者がおるという、今まで議論して

きましたマンション管理士さん、ＮＰＯさんを含めていろいろな方がいらっしゃりますの

で、共通のルールとして組合財産が保全されるようなしっかりとしたワークする仕組みが

必要ですよねという意味でございます。そうしたお答えでよろしいでしょうか。 

【福井座長】  コンサルタントなど外部にお願いする場合の専門家が含まれるのかどう

かというご質問がございました。 

【（社）高層住宅管理業協会】  こちらにつきましても、組合財産の保全とか、毀損リス

クとかいうことは前提でございますけれども、通常のコンサルでございますから、それは

組合のしっかりとした承認があれば当然、あり得べしと思ってございます。 

【福井座長】  すると、ここでいう専門家にコンサルは含まれないということでしょう

か。あるいは含まれるけれども、管理、監査等をきっちりやるべきだというご趣旨ですか。 

【（社）高層住宅管理業協会】  コンサル等がマンション管理士なりＮＰＯなりと同列の

ものという理解でよろしいかと思います。 

【福井座長】  この専門家という集団の中には外部コンサルタントも含まれるというこ

とですか。 

【（社）高層住宅管理業協会】  はい。等しくでございます。 

【福井座長】  はい、わかりました。吉田委員から、「真にやむを得ない場合に限定され
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るべき場合」のその場合に、監査も含まれるのか。あるいは真にやむを得ない場合とはど

ういう場合か、というご質問がございましたが、その点はいかがでしょうか。 

【（社）高層住宅管理業協会】  補足と言ってよろしいですか。そもそも、この管理組合

運営というものにつきましては、区分所有者が主体的に決めるということ、それが組合運

営でありますから、予算の許す範囲で、専門家活用を理事会が決定することを否定してい

ないということです。ただし、進めるにあたっては、申し上げましたとおり、要件の整備

が必要だということでございます。 

【福井座長】  そうしますと、外部監査、あるいは監事のような経理チェック事務につ

いても、ここでいう専門家に、概念的には含まれるという整理ですか。 

【（社）高層住宅管理業協会】  そうですね、はい。 

【福井座長】  はい、わかりました。真にやむを得ない場合の具体的なケース、あるい

は基準についてもご質問がございましたが、その点についてもし何か補足がございました

ら。 

【（社）高層住宅管理業協会】  これはきっちりとした基準ということは想定してござい

ませんが、やむを得ない場合につきまして、今、冒頭で、長いので途中で手短にと言われ

た入居者の高齢化で理事の任にたえられなかった場合もありますし。それ以外としては、

リゾート物件などで区分所有者が全国に散らばって総会の開催が難しい場合等もございま

すし。それと似たケースかもしれませんが、賃貸化が進んで、なかなか総会での開催が難

しいといったようなケースが想定されます。 

【福井座長】  主に、第三者管理が必要になる強いニーズがあるような場合を想定して

おられるということでしょうか。 

【（社）高層住宅管理業協会】  そういうことです。 

【福井座長】  わかりました。そうしますと、先ほど来、ご質問の一連で、役員派遣な

どの場合と、管理者になる場合とでは、必ずしも事情が一致していないのではないかとい

う趣旨のご指摘がございましたが、そこには、管理業協会として、多少、温度差があると

いう認識でつくられているわけですか。 

【（社）高層住宅管理業協会】  特に管理者にある場合につきましては、組合財産をその

まま関与することになりますから、特にやむを得ない場合というようなことに限るという

趣旨でございます。 

【福井座長】  特に、第三者管理の場合は注意しないといけない、というのが主眼であ
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るということでしょうか。 

【（社）高層住宅管理業協会】  はい。 

【福井座長】  わかりました。 

【（社）高層住宅管理業協会】  ですから、活用を否定するものでは毛頭考えてございま

せん。 

【福井座長】  はい。今のご説明に関して何か。よろしいですか。いろいろと活発なご

議論ありがとうございました。それでは、ほかの資料もまだ大分残っておりますので、資

料の４、５以降の論点につきまして、ご自由にご議論いただければと思います。いかがで

しょうか。まず、考え方として、資料４、５あたりについて、事務局のお示しの方向性等

についてどう考えるのかについて、ご見解がございましたらお願いいたします。 

【安藤委員】  資料４の最後に、本検討会で議論する主要な対象は区分所有者が所有・

居住していることを元々の前提にするという話があります。同じページにリゾートマンシ

ョンや、投資用マンションでも実際に問題が起こっていると述べられていることを考える

と、これは両方を対象として扱うが、分けて扱うという理解でよろしいのでしょうか。 

 また、以前も申し上げたように、この区分所有者が所有・居住していることを前提とし

ているマンションであっても、賃貸で入居されている方も割合がどの程度かは別にして

多々ありますし。またその規模や古さによって、抱えている問題点、出せるお金の量など

が異なっていますので、区分所有者が所有・居住していることを前提とするマンションに

ついても、いくつかに分けて議論するほうが適切だと思います。 

 以上です。 

【福井座長】  この点、事務局からいかがでしょうか。 

【西海マンション政策室長】  まず、後者のほうは元々の前提ですので、実はいろいろ

書いていまして。先生のおっしゃるように、今も住んでいるもの、あるいは先生がさっき

例示されたように、かなり賃貸化しちゃったもの。まあ、分けて考えたほうがいいと思っ

ていまして。ただ、それを包含しようと思うと、住んでいることを前提と書くと、今賃貸

化しちゃったとこ住んでいないよな、と言われちゃいますので。元々って書いて、元々ず

っと住んでいる人がいますし、今は住んでいない人もいることも全部含めて包含して、で

きるだけ類型化して勉強、勉強というか検討していきたいという趣旨で書いてございます。

そういう表現でございます。 

 前者に関しましては、無視するというわけではまずないんですけども、緊急性の高い優
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先すべき事項として、高齢化、高経年化、賃貸化が進んだものについて、まず議論いただ

いた上で。さっき専門委員からご意見ありましたように、これは全く無視するわけではな

くて、問題点はあると思いますので。それはもう少し私どもにも調べさせていただいた上

で、先生方にぜひご議論いただきたいと思っております。 

【福井座長】  よろしいですか。その他はいかがでしょうか。お願いいたします。 

【川田専門委員】  投資用マンションと分けてというのは全然いいと思うのですが、緊

急性で言いますと、決して投資用マンションが緊急度が低いという実態ではないと思いま

す。むしろ、管理不全ということについては、こういうマンションのほうが問題を抱えて

いるのではないかと思いますから、私としては平行して、分けていただくのは結構なんで

すが、平行した議論をやっていくということのほうが、新たな管理方式の検討ということ

ですから、ここも対象に、どこかの段階ではしていただきたいなと考えております。 

【西海マンション政策室長】  そういうご要望であればこちらも構いません。やります

ので、はい。わかりました。 

【福井座長】  そうですね。マンションのオーナーや居住者を全体として見ていただい

て、場合分けはするにしても、もし重要度、緊急度の高いものであれば、そちらも重要度

においては差別しないということでよろしいのではないかと思います。よろしくお願いい

たします。 

【西海マンション政策室長】  はい。 

【福井座長】  村委員、この論点についてはいかがでしょうか。 

【村専門委員】  今、川田専門委員のほうからお話があったように、投資用マンション

については、やはり議論の土俵に入れるべきだと思っていますが、ただ、今回の問題の起

点というのは、高経年化と高年齢化の問題というのが一番対応しなきゃいけないというの

がある。そこに軸足を置いたほうがいいのかな、という気はしております。 

【福井座長】  はい、安藤委員 

【安藤委員】  次の資料５についてですが、これも下の四角の囲みの上の行、この表現

が気になったので確認させてください。大・中規模マンションについては、理事会が機能

していることから、という表現がありますが、大・中規模マンションのすべてがうまくい

っているとは言えないように思います。これを、理事会が機能している大・中規模マンシ

ョンについては、などとするのであればわかりますが、現状の表現には疑問があります。

また、理事会が機能していれば、別に小規模のマンションにおいて自分たちで主体的に管
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理することも否定されません。したがって、ここは、大・中規模マンションについては、

をとって理事会が機能しているマンションについては、とされるほうが適切だと感じまし

た。 

【福井座長】  いかがでしょうか。 

【西海マンション政策室長】  そこは構いません。この表現自体は、主語を前に持って

きたのは、先生方にまとめてもらった試論の、できるだけ沿ってまとめたつもりですので。

確かに前後の関係を考えるとむしろ、理事会の機能している大・中規模マンションにおい

ては、と直すのが適当だと思いますので。そこは全く異存がございませんので、直させて

いただきます。 

【福井座長】  おそらく、傾向としては、小規模で古いものは傾向的には機能していに

くい。大・中規模かつ新しめのものについては、機能しやすい、という大まかな傾向はあ

るんでしょうね。そういうことでしたらよく理解できると思いますので、文章を補足して

いただければと存じます。その他、資料４、５はよろしいでしょうか。 

 それでは資料６、７のほうの議論に移りたいと思いますが、これについては、東京都や

横浜市の公的団体における役員派遣の取り組みの再度の紹介もございました。これについ

て、東京都から本日は鴻巣さんがおみえでいらっしゃいますので、もし補足いただける事

項がございましたらお願いできますでしょうか。 

【東京都】  東京都でございます。今現在、管理アドバイザーというのを派遣している

わけですが、前にも申し上げたかもしれませんが、なかなか組合の中で、こちらのアドバ

イザーは有償なんですけれども、２万１,０００というこの金額につきましても合意形成が

得られず、なかなか払えないというようなことで、こちらのほうに依頼ができないという

ような声も聞きますし。実際、今現在、区のほうでこの金額について助成しているところ

があるんですが、大半はそういった区の助成を受けて、申し込んできているところがほと

んどでございます。 

 それから、今、管理アドバイザーという、管理組合運営とか大規模修繕とかそういった

ことでご相談には乗っているんですが、東日本大震災の後、自分のマンションの防災マニ

ュアルですか、そういうのをつくりたいんだけどというようなご相談もあるんですが。今

の体制ではなかなかご相談に応じられる体制ができていないものですから。できれば、こ

ういった防災マニュアルとか、防災関係のアドバイザーを派遣できるようなシステムの構

築も、うちでもやりたいとは思うんですがなかなかできないものですから、国のほうでも
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そういったこともちょっと考えていただければと思っております。 

【福井座長】  ありがとうございます。活用実績はかなり出てきていて、これからも伸

びるであろうという見通しですか。 

【東京都】  今年まだ集計ができていないんですが、まだ昨年のほうが実績あがってい

まして。今年は下がり気味でして、実際地震があって、その後、なかなか管理とか何かそ

こまでたどり着かず、どっちかという、先ほど言いました防災とか、うちのマンションそ

ういった面をどうしていくかというほうが多かったのかなという気はします。 

【福井座長】  ありがとうございます。マンション管理センターでの人材プールがある

ともおうかがいしておりますが、この点について廣田さん、もし補足いただくことがござ

いましたら。 

【（財）マンション管理センター】  突然だったんですが。マンション管理センターで人

材プールは今のところございません。 

【福井座長】  そうですか。事務局のほうで、プールについて問題提起があったんです

が。こちらは、どう考えればよろしいんでしょう。 

【西海マンション政策室長】  私ども見ていて、前回の福岡のほうからご提言があった

ので、そのことを含めてご意見をという趣旨でございます。すみません。 

【福井座長】  マンション管理センターにあるということではないんですか。 

【西海マンション政策室長】  はい。 

【福井座長】  わかりました。では、廣田さん、もし今までの議論や資料について何か

コメントや感想がございましたら、お願いいたします。 

【（財）マンション管理センター】  突然見た資料で、組織的なものでないかもしれない

ことを断った上で。 

【福井座長】  もちろん、個人の見解で結構でございます。 

【（財）マンション管理センター】  まず、先ほどから議論になっています資料１０につ

いてですが、数年前に国交省で第三者管理者方式の検討が始まったということが新聞に出

たとたん、私どもには、もう役員はやらなくてもいいんだよね、というような電話が何本

か、かかってきました。で、せっかくみんなで頑張ってやっていこうと思っている理事長

さんに、新聞にもう役員はやらなくてもいいって出たんじゃないか、と言ってくる区分所

有者がいて困るというようなことがあったという意味で、せっかくの本当に役員のなり手

がない管理組合に対応する仕組みの検討が、発表の仕方によっては誤解を招いてしまうこ
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ともあるのではと。そういう、なんて言うんでしょうか、理事会方式で自分たちでやれて

いるところに水を差すことにならないような配慮をしていただければなと思いながら、こ

れを読ませていただいたところです。 

 あと、もう一つ、私達も専門家の活用を随分セミナーとかで言ってまいりました。それ

は、完璧なリスク回避の仕組みをというといろいろ要件があるかもしれませんけど、それ

ぞれの管理組合でそれなりに今、専門家の活用が進んでいます。重たい立派な仕組みをつ

くってしまうということは、それにその分費用がかかってくるわけで、今、例えば３万円

ぐらいの費用で専門家に毎月アドバイスをもらって、何とかやれている管理組合が、そう

いうことができなくなることがないように、いろいろな選択肢の中で管理組合の実情に合

った活用ができるような仕組みにしていただきたいなと。 

現場を見ていますと、意外に結構、市場の原理が働いて、問題がある人は活用されなく

なるし、やっぱりちゃんとした人は活用されるようになるし、というような気がして見て

います。どんな立派な仕組みがあっても、管理会社でも理事長でも財産の毀損事故という

のはありますので、財産毀損の心配は何も外部の専門家だけの問題ではなく、任せきりが

ダメだというのは共通なのではと。そういったことで、専門家の活用について、管理組合

側にとって現実的な選択肢を示すような、そんな結果になればなと思っております。 

 以上でございます。 

【福井座長】  ありがとうございます。不動産協会、目黒さん、これまでの議論やある

いは資料全般についてでも結構ですが。いかがでしょうか。 

【（社）不動産協会】  第三者管理方式というのは非常にいい、ぜひやってほしい制度だ

とは思っております。ただ現状、管理不全は２つありまして。現況、管理不全といわれて

いる緊急を要するマンションと、あとはアンケートとかにありましたように、将来的に、

場合によっては採用を検討するといったような、４割くらいおりましたけれど、そういっ

たマンション、当然ありまして。ですから、その辺で、ほんとうに管理不全のマンション

はいかに管理を復活させるとか、それが緊急の課題だと思いますし。その方法論というの

はいろいろあって、なかなか難しいとは思いますけども、やっていただきたいと思います。 

 あとは、もう一つは、将来的に考えているといった管理組合さんもかなりいるわけです

から、そこでやはりルール化をした上で、あとは選択肢といいますか間口を広く持ってい

ただければ、管理組合さんもやりやすいというか作業しやすくなるんじゃないかなと思っ

ております。以上でございます。 
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【福井座長】  ありがとうございます。不動産協会は、マンションの新築段階でのデベ

ロッパーを多数会員に抱えていらっしゃると思うんですが。おそらく、多くの管理組合で

は、原初的管理規約や管理の大きな仕組みは、当初のデベロッパーの販売の段階でお決め

になっていると思います。デベロッパーとしてマンションを販売等する際、場合によると

賃貸にまわるものもあるのかもしれませんが、多くは分譲だと考えると、販売に関して管

理が持つ意味を、これまでおおむねどう考えてこられたか。あるいは、今回の一連の議論

などを踏まえて、いわば販売時における管理の仕組みの持つ意味というんでしょうか、エ

ンドユーザーに満足いただくために、管理のところでの工夫の余地があるのかどうか。伸

ばすとしたら、どういうところが今後課題になりうるのか、といった点につきまして、何

かございましたらご意見をいただければと思います。 

【（社）不動産協会】  我々、管理会社は、まず、きちっと管理組合を立ち上げていきた

いというのが第一でございまして。当然、購入された方が皆さん管理するんだという、そ

ういう意識を持っていただくのが大事だと思っておりますし。それがなければ、いくら外

部の優秀な方を最初から入れたとしましても、皆さん意識がないというところで、もうど

うしようもなくなっちゃうのかなと我々は思っています。 

 ですので、これはもちろん、管理会社さんによってまちまちですけども、当然、分譲し

た後も、管理組合をフォローするような体制をつくっている会社さんもございますし。 

 あとは、分譲会社と関連の管理会社がタイアップしながら、そういう形でフォローして

いる会社もございます。特に先ほど、震災がらみの話も出ましたけれども、震災以降、防

災という観点は管理組合さんもかなり気になさっているところもございますので。我々、

管理会社さんのほうでも、分譲段階で、防災マニュアル的なものを管理組合にお渡しして、

防災意識を高めるような形で組合活動をやっていただくことをお願いしたり、いろいろな

ことは取り組んでおります。ですので、基本的には管理組合なり区分所有者の皆様が、み

んなで関心を持ちながらやっていただきたいということが、大前提で、我々も考えて分譲

しております。以上でございます。 

【福井座長】  ありがとうございました。ほかに、いかがでしょうか。 

【村委員】  この資料５、資料６については、専門家の役員派遣等について書かれて

いるわけですが。この点に関しまして私の意見を、先ほども申しましたが、もう一度、整

理して申し上げます。先ほども申しましたように、管理組合というのは、区分所有者のた

めのものでございます。マンション管理は区分所有者のためにするものである。したがっ
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て、本来は区分所有者自身で管理をする。総会、理事会でやるんだ。これが原則であると。

そういった意味で、マンション管理センターの廣田さんがおっしゃいました意見に、基本

的なところで大賛成でございます。 

 以前にも何度か申し上げましたように、自治会は地域のコミュニティという意味で大事

な存在ではあります。しかしながら、マンションの管理組合は財産管理団体、しかも実質

的な強制加入団体であるというところで、全く異なるものでございます。財産管理団体な

んだから、自分たちの財産は自分たちで管理しましょうということを、ぜひ今般のこの検

討会で明確にしていただいて。各区分所有者に財産管理、自分のマンションの管理につい

て強い関心を持つように啓蒙的な役割を果たすということが大事だろうと思っております。 

 とは申しましても、先ほども申しましたように、現実問題として役員のなり手が少ない

ということが多うございます。これは、中小の高経年マンションだけではなく、新しいマ

ンションでも管理組合の役員に積極的になりたいという人はむしろ少ない。したがって、

多くのマンションでは輪番制が用いられていると、こういう状況でございます。理事会が

あっても形骸化しているということは、よく見受けられるところでございます。 

 そこで、そういった役員のなり手が少ないマンションについてどうするのか。原理原則

は区分所有者で管理をするんだけども、役員のなり手が少ないマンションについてどうす

るのかというところを、しっかり議論しなければならない。その場合に、第三者管理方式

につきましては、高管協さんにも先ほどご意見をいただきましたように、なかなかに問題

が多いということでございますので。第三者を管理者とするという方式についてはモニタ

リングを含めて、非常に厳格なチェックが必要であろうと思います。 

 むしろ、第三者管理方式よりもこの資料５あるいは資料６にありますように、役員の派

遣、そちらのほうが合理性が高いと。安全性も高いと考える次第でございます。以上でご

ざいます。 

【福井座長】  ありがとうございました。それでは、先ほどから事務局から、補足がご

ざいましたが、法務省から成年後見と双方代理について、厳格な法律論の貴重なご指摘を

いただいておりますので、よろしければ遠藤さんから補足いただくことがございましたら。 

【法務省】  特段、ここに書かれている通りで。 

【福井座長】  よろしいですか。 

【法務省】  はい。 

【福井座長】  ありがとうございます。吉田委員、いかがしょうか。全般的なことにつ
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いても。資料９もあと１個だけ残っております。残りの議論で資料９も含めて、もしお気

づきの点がございましたら、お願いしたいと思います。 

【吉田委員】  先ほどの資料５と資料６につきましては、村先生のおっしゃることは、

私も大賛成です。派遣というようなこと、コストの面も、安全性のことも考えますと、こ

ういう方向かなと思います。あとは派遣された方も含めて、非常に理事のなり手が少ない

んですが、外部監査的なことをやきちっとすることによって、そういう方が監査を受けて

いるんだということで、自分のやっていることは間違いないぞ、という保証や安心感を与

えられるということもありますので。そこを強調していただくということも必要だと思っ

ております。以上です。 

【福井座長】  安藤委員、いかがですか。 

【安藤委員】  資料９について、これは例えば、村委員の述べられた考え方とは違う

のかもしれませんが、私には気になる点があります。このⅡの今後の対策の基本的方向性

の１.についてですね。区分所有者は管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加すること

あります。この主体性を持って適切に対応すべきことを啓蒙、周知すべきではないか、と

いうことの意味を、確認したほうが良いと思います。理想論としてそうすべきだと言って

も、実体、そうなっていないものがたくさんある中で、これが正しい姿だと言えるでしょ

うか。そもそも人々の好みを教育などによって変えるというのはとても難しい話です。経

済学では、少なくとも人々の好みは前提として、法律や制度の設計により、人々の行動や

選択を上手く誘導するとか動機づけを考えるというのが基本的なスタイルなので、私はこ

の表現には違和感を覚えました。目指すべきは、もちろん関心を持ってやりたい人は自由

にやれるようにすることです。ただし、そこでも暴走がないような仕組みが必要ですね。

そして同様に、できるだけ専門家に任せてしまいたいと考える人は任せることが選択肢と

して可能なようにする方向で考えるほうが、正しい姿ではないかと感じました。 

 また、先ほども例えば、自分の財産は自分で管理するのは当然だというお話がありまし

たが、世の中にそうでない事例なんていくらでも見つけられます。例えば、自分の財産だ

からといって、すべてのお金を自分で選んだ個別の株式で運用するでしょうか。例えばフ

ァンドを買うであるとか、ラップ口座で専門家に任せるとか、銀行に預けることなども行

われています。そうした上で適切な管理が行われているかをチェックすることが一般的で

す。また、不満があれば、ボイス・アンド・イグジットなどという言い方がありますが、

不満があれば苦情を言い、改善を求め、それでも直らないようであればほかの業者に変え
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るでしょう。資産管理でも、いろいろな方法がとられているわけです。他の例を挙げれば、

株式会社の株主総会の話であっても、個別の、一株でも持っている株主がその会社の財務

諸表から何からを全部読んで、経営者の適切な監視をする準備をして、株主総会に全員が

出席することが当然だなどということは、現実的ではありません。 

 繰り返しますが、やりたい人がやることは否定しませんし、これまではそれが原則だっ

たという経緯は理解しておりますが、もう少し現実を見ないといけないと言うのが私の意

見です。 

【福井座長】  多分、今のご指摘は区分所有者が管理活動に参画する時に、いくつかの

フェーズがあるといいますか、場面があるというご趣旨かと思います。例えば、実際に役

員として名乗りを上げて、あるいは理事長になって活躍していただける方もいれば、場合

により理事会の構成員ではないけれども、事実上知恵を提供する方もいる。それで、おそ

らく区分所有者が共通して持っているのは、自分の投資した貴重な財産であるから、その

財産の価値が毀損したりしないように、少なくともきちんと運営されることに関しては常

に関心を持つ、という意識かと思います。人により、その限りでの活動には参画する、さ

らに積極的に役員になる、などいろいろな場面や次元があるわけですね。 

 そのどの部分を重視するのかによって、参加の形態は異なってきます。例えば有償、無

償の議論で、東委員からいつもご指摘をいただく、専門的なことをわざわざ買って出てや

っても、無償奉仕だとインセンティブが損なわれるという議論も一貫してございます。 

 だとすると、労力奉仕をする方もいれば、そうじゃなくてその方への報酬を通じて金銭

的な負担で賄う方もいる、というのも、一つの参画の仕方かもしれません。そのあたりの

整理を厳格にしていただくと、誤解が少なくなるであろうという印象を持ちました。 

【安藤委員】  一点だけ追加させてください。今の座長の整理で、私が言いたかったこ

とをほぼ網羅していただいているのですが。理事会方式であろうと、専門家を第三者とし

て活用する方式であろうと、それぞれ一長一短があることは否定しません。どちらであっ

ても、適切な管理が行われるためには２つの要素が必要です。１つ目は、適切に管理する

インセンティブです。そしてもう１つは、適切に管理する能力や知識です。この２つがそ

ろわないと適切な管理が行われません。理事会方式を考えると仮に意欲的な理事会であっ

たとしても、インセンティブがあっても能力や知識が不足する場合もあるかもしれません。

この場合には専門家をオブザーバーとして使えば良いのだと思います。 

 他方で、外部の専門家に任せるという場合には、専門家には能力や知識があっても今度
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はインセンティブの面に問題がある可能性があります。なにしろ、本人の所有物ではない

のですから、そこに所有者とは異なる利害が入ってしまう可能性があります。これに対し

ても、適切にモニタリングをする制度をつくれば良いはずだと理解しています。 

まとめると、自分の財産なのだから自分でやるべきという言葉を理解するときに、これ

を自分の財産だから自分で直接管理するが場合によっては専門家のアドバイスも受けるこ

とも一つのやり方として認める一方で、人に任せたほうが上手く行くと考えたところは任

せる、そしてそのモニタリングの仕組みも適切に活用した上で対価をきちんと払うという

ことの両方を、自分の財産を自分で管理することの内に含めていただけるのであれば、賛

成いたします。 

【福井座長】  事務局からもしございましたら。 

【西海マンション政策室長】  多分、この文言は元々は書いてある話ではございますけ

れども。それぞれの先生の、それぞれのことをできるだけ包含的に含んでいると思ってい

まして。そもそも、先生によってはこれ以上、管理不全マンションを増やさないように、

ちゃんとこういうのを啓蒙してやるという話もありましょうし。安藤先生の話は典型的な

例で申し上げれば確かに、自分の財産であるけども、むしろ専門家が出てきてそのかわり

にちゃんとやっていくようになれば、参加の仕方はむしろきっちり監督する、チェックす

ることだと思うんですね。だから私は参加するというのには、それも入っていると思って

いまして。そういう、かなり広い意味を包含していると思うのですが。 

 そこは福井先生のおっしゃいますように、この解釈というか意味というのをもうちょっ

と整理して、いろいろなものにこれは実は対応したものということでちゃんと啓蒙すれば、

あ、そういう意味なのか、ということで誤解されないと思いますので。そこは、今後工夫

させていただきたいと思います。 

【福井座長】  そうですね。積極的に参加するパターンはいろいろあり得るかもしれま

せん。参加の仕方、何らかの形では参加していただくことは前提なんでしょうけれども、

どういう意味で参加するのかについて、場合分けや厳格化をしていただくとイメージが湧

きやすいと思います。よろしくお願いいたします。 

 そろそろ時間ですが、その他、言い残されたことがございましたらお願いします。 

【（社）高層住宅管理業協会】  冗長的になるかもしれないんですが、念のためというこ

とで一言ということでございます。こちら、今のペーパーでございますけども、管理組合

が自主的に専門家を活用することを否定しているつもりでは全くございません。管理組合
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が主体的に決めたことに関して、私どもがとやかく言う立場ではもちろんないということ

でございます。ただしということで、それを行う際には、要件の整備が必要だという趣旨

の意見書でございます。それと、ただし、そうしたような事例というのは現実にまれだと

いうのが実態でございまして。そうしたようなことは現実、限定的なものとして考えられ

ると。で、それを管理規約に新たなバージョンとして盛り込めることになるのであれば、

これは限定的で例外的なものになるんではないですか、という趣旨のものでございます。 

【福井座長】  よろしいでしょうか。その他、委員、専門委員、オブザーバーを問わず、

これまでの議論、あるいは資料すべて含めて、この際お気づきになられた点、ご自由にご

発言いただければと思います。川田委員、お願いします。 

【川田専門委員】  先ほど、村先生がおっしゃたことが基本で、私も考えております。

あくまでも理事会中心方式という現行の制度を軸にしながら、こういう新たなものも考え

ていくということを、そこは基本に据えたいと考えております。ただ、おっしゃったよう

に、実際には役員のなり手が不足していて、理事会が構成できないだとか、こういうこと

についてどういう措置をするか。こういうことは、これから先、高齢化ということも踏ま

えて、お客さんのニーズもあるということですので、考えていかないといけないというこ

とは当然だと考えております。 

 ただ、専門家の活用の仕方について、これが例えば理事の方になっていただくほうがい

いのか、理事長イコール管理者がどうか、これはこれからの議論になるかと思うんですが、

この辺はどうするかというのと、監事になっていただくということは、また違う観点もあ

っていいんじゃないのかと考えております。第三者が理事になるというと、理事会の中で

問題があることがありますので、第三者に外部から監事になっていただくということは、

特に大きな問題があるとは思えないので、この点は分けて、いろいろ、役員さんの役職に

よっても考え方を変えたほうがいいんではないかと考えております。 

 いずれにしましても、まだまだ理事会の皆さんで解決していこうという思いが最近、特

に強くなっていると思いますので、この辺は十分、その意図を汲んで、その上に立って将

来を見据えてどういう制度を取り入れるのかということで、あくまでも管理の方式に対す

るバリエーションを増やすという考え方でできればいいんじゃないかと考えております。 

【福井座長】  ありがとうございました。親泊委員、お願いいたします。 

【親泊専門委員】  親泊でございます。川田専門委員のご意見、ごもっともでございま

して。もう一つだけ補足をさせていただきますと、管理者も理事も監事も、当事者として
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の活用という点が共通しています。一方、コンサルタントは、第三者的な立場から言える

という特徴があります。これらの者が専門家という点で、ひとくくりになっていますが、

当事者であれば、最終責任まで負わせることができる、コンサルは最終責任までは負わな

いといった違いがあったり、特にコンサルの場合は、他人であり部外者ですから、言いに

くいことでも、しがらみなんかに囚われることなく、ズケズケと具申できるし、活用する

側は、そういうことを期待できるとか、みんなが意見を言えない理事長に対しても、他人

だから忌憚なく言ってあげられるということもございます。そういう当事者性と第三者性、

こういうのを踏まえた検討、議論が必要かと存じます。 

 以上でございます。 

【福井座長】  ありがとうございます。確かに、一連のご指摘がございましたように、

おそらく理事会方式を前提とする場合の、どこの部分に専門家が活用されるかというのに

応じて、多少、立ち位置が違うわけですね。代表理事である理事長ですと区分所有者の代

表者、場合により管理者を兼ねる。平理事ですと執行機関の一員、合議体の一構成員とし

て責任を持つ。監事、監査などになると執行機関をチェックするという役割ですので、立

場が少し違う。さらに、今、ご指摘がございましたように、執行機関でも監査でもなくて、

外部にいるけれども一定の助言をするという立場もある。それぞれに応じて専門家の役割

が異なってくると思います。できるだけ実態に合った対策を考えることが重要かと思いま

すので、ご検討をよろしくお願いいたします。 

 ほかにいかがでございましょうか。お願いします。 

【東京都】  東京都でございます。資料９のⅡの今後の対策の基本的方向性の中で４番

目ですけども、対策の前提としてマンションの管理方式や規約の云々をはじめ、管理実態

を把握するためデータベースの整備云々という部分がございます。マンション政策を進め

ている立場といたしまして、まず、マンションの実態がどうなっているかというものを把

握するのが必要不可欠なところですが。現状として、マンションの実態を把握するために

は、どうしているかといいますと、主にアンケートに頼らざるを得ないところがございま

す。実際、アンケートにつきましても、例えば管理組合のポストがないとか、管理人室が

ないといったところになると、郵便が戻ってきてしまうと。そうすると、訪ねていっても、

どなたにアンケートを渡したらいいかというようなところもございます。ですから、マン

ションの調査というのはなかなか大変です。 

 実際、調査して、それを一たんデータベース化したとしても、それは新たなマンション
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を補足できないとか、それから、アンケートの回答が返ってこないとか、内容を更新して

いかないとできないというようなことがあると、せっかく調査してつくったデータベース

も、そのまま死んでしまうというような実態が今、ございます。こちらのほうで、報告と

か届け出の仕組みで、新たなマンションを捕捉できるような仕組みの検討というのがあれ

ば、東京都をはじめ自治体のほうの取り組みとしましても、常に新しい情報を把握できる

ような、そういった仕組みというのは大変重要なことでございまして。自治体のマンショ

ン政策についてのいい後押しになると考えております。 

【福井座長】  ありがとうございます。東委員、お願いいたします。 

【東専門委員】  今のお話ですけれど、１０年ほど前に、横須賀マンション管理組合ネ

ットワークができた時に、勧誘をしに市内のマンションを歩きました。この間もちょっと

申し上げたかもしれませんが、理事長がわかりません。出てきた人に聞いてもわかりませ

ん。それから、管理員に聞いても、個人情報だから教えられないということで。今は違っ

てきているかもしれませんけど、結構、大きな管理会社の管理員に教育が行き届いている

のかどうか、言葉は丁寧ですが、頑として理事長を紹介してもらえません。 

 それから、じゃあということで資料を預けてきましたけど、届けますと言ってはくれて

いますけども、届いたかどうかわかりません。要するに、今お話があったように、これが

把握するのは大変ですよね。ですから、私は社会的資産としてマンションを認めるならば、

届け出管理者と管理方式と、管理会社の場合の届け出を行政当局にさせるくらいの法的措

置があってもいいのではないかと。私らは横須賀市から委託を受けて、手分けして十数人

で歩いたんですけども、なかなか効率悪いです。こんなことでいいのか、という思いをい

たしました。 

【福井座長】  この点について、国土省の取り組みなどございましたらお願いします。 

【西海マンション政策室長】  なかなか、制度の設計は重い話なので、この場で直ちに

明言はできませんが、ぜひ勉強させていただきたいと思います。 

【福井座長】  おそらく、現在の統計でも、マンションについては、こういうことは確

実に押さえられるというのがあるはずですね。 

【西海マンション政策室長】  はい。 

【福井座長】  さらに、ニーズとして、こういう統計があったら実は政策立案や、ある

いは現場の管理組合や管理業者などにも便利であるけれども、なかなか集めにくい情報が

あるかもしれません。そういう事項を追ってご提示いただいて、改善、あるいはあまり当
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事者に負担をおかけしない前提で入手しやすくするなど、さらにデータ整備を図る工夫も

課題かと存じます。 

【西海マンション政策室長】  それは課題と認識しておりますので、また整理してご説

明したいと思います。 

【福井座長】  ほかにいかがでしょうか。 

【川田専門委員】  もう一点だけすみません。管理者についてですけれども、いずれに

しても管理者というのは大変、マンション全般について責任を負うということもあります

し、これを第三者が業として行うということであれば、やはり厳格な要件を定義すべきだ

と考えます。これは管理業者も例外ではなく、すべてとにかく、第三者が行うということ、

これは特にプロとして、業としてやるということですから、厳格な要件を規定すべきだし、

これは参入障壁のところから考えるべき。それからもう一点が、必ずしも専門家は役員と

してだけではなく、違う活用の方法もバリエーションに入れて考えていかないといけない

のではないかと思いますので、この点、管理組合さんの意向を尊重して決定できるような

仕組み、これを前提にすべきで、いろいろなところに誘導をかけるということより、あく

までバリエーションを増やして、組合さんが選択できるようなものを増やすという考えを

ベースにすべき。特にプロが行う場合については、素人の方がきちんとチェックできる仕

組み、これが必須だと考えておりますので、その点だけ補足させていただきます。 

【福井座長】  はい。それでは国土交通省野村課長から、これまでの議論の感想や今後

の取り組みなどについてお願いします。 

【野村不動産業課長】  直接、不動産業ということではありませんけども、もちろん管

理組合は先ほどから議論があったように、基本は財産の管理であり区分所有者のためにあ

るものであります。そして、これは今回の議論からはみ出ますけど、いよいよ防災の観点

とか、命の問題もあって、さまざま組合とか区分所有者がこなさなくちゃいけない課題と

いうのは、確かに増えてきておるということであります。 

 そういったものに、どうやってこたえられるのかということを、本来の今回の問題もも

ちろんそうですけども、委員の皆様方のご議論の中から、私どももどういう形があるのか

ということについては考えていかなくちゃいけないと思っております。直接、不動産業と

いうことではありませんけども、そういう受けとめで聞かさせていただきました。ありが

とうございます。 

【福井座長】  井上審議官、いかがでしょうか。 
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【井上審議官】  長時間のご討議、ありがとうございました。きょうの議論でも出てい

たと思うんですけど、マンションのタイプというのは、非常に多岐にわたっていると思い

ます。リゾートマンションと投資用マンションは別の例示で出ていましたけども、普通に

考えても立地等による価格差、これは、露骨なことを言えば、居住者の方の経済力という

ものが反映されている。これは事実としてそういうことなんだと思います。それから、規

模ですね。それから建物の形態も超高層とタワーハウスに近いような中層の低いほうとは、

これまた維持・管理の面でも相当違うと思います。 

 それで、規模もそうですし、あとは築年、これが一番大きい要素かもわかりませんが。

５年、１０年、２０年私の今住んでいるマンション、１０年で、これは管理は少なくとも

外見的には何の問題もなくちゃんとやれていると思うんですけれども、これが２０年、３

０年たった時に居住者が入れ替わった時にどうなるかということは、なかなか想像ができ

ない。これはもう経済社会の変化にもよるんだと思います。そういういろいろな切り口の

中で、従来、割と一つのやり方でやっていた、はっきり言って、いろいろと能書きは書い

ていましたけど、根っこはたった一つの標準管理規約というもののありようでいいのかと

いうのが、いろいろな面でほころんできたのが、今回の委員会のスタートだと思いますの

で。あんまり意見言うのはあれですけども、あらかじめ限定的だとか、やむを得ない場合

に限るとか、価値観の議論というのは、これは最後にしたらどうかと。議論の入り口で整

理していく時に、こういう話が、たががかかるのはおかしいんじゃないかなと。これは申

しわけないんですけど、そう思いました。今後ともフリーな議論をよろしくお願いしたい

と思います。 

【福井座長】  ありがとうございました。それでは、ほかにご意見がございませんよう

でしたら、本日のご意見を踏まえまして、さらに追加的な整理を事務局で行っていただけ

ればと存じます。では、本日の議論は以上でございますが、事務局より事務連絡をお願い

いたします。 

【山岸マンション政策室課長補佐】  それでは、事務局から説明をさせていただきます。

次回の第４回の検討会ですけれども、今のところ、４月９日月曜日、午前１０時からを予

定しておりますので、よろしくお願いたします。 以上でございます。 

【福井座長】  それでは、以上で本日の議題について終了いたします。長時間ありがと

うございました。 

―― 了 ―― 


